
令 04 原機（敦廃）006 

令和 4 年 8 月 24 日 

原子力規制委員会 殿 

住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地 1 

申 請 者 名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

代表者の氏名 理事長  小口 正範 

（公印省略） 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉施設 

廃止措置計画変更認可申請書の一部補正について 

令和 4年 4月 28日付け令 04原機（敦廃）003をもって変更認可を申請した新型

転換炉原型炉施設の廃止措置計画を添付のとおり一部補正いたします。 



添付 

１．補正内容 

令和 4年 4月 28日付け令 04原機（敦廃）003をもって変更認可を申請した新型

転換炉原型炉施設の廃止措置計画に関し，別紙のとおり補正する。 

２．補正理由 

(1) 本文 7「廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設の位置，構造

及び設備並びにその性能，その性能を維持すべき期間」に原子炉補機冷却系代

替冷却装置とユニット型空気圧縮機の復旧措置の考え方について追記する。 

(2) 添付書類 6「廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその

性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に原子炉補機冷却系代

替冷却装置とユニット型空気圧縮機の研究開発段階発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則への適合性の考え方等について追記する。 

以 上 



別紙 

新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 

補正前後比較表



新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

７ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設の位置，構造及び設備並びに

その性能，その性能を維持すべき期間 

性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能を維持すべき期間を「６ 廃

止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設」表 6-1に示す。 

廃止措置の進捗に応じて表 6-1に示す性能維持施設の範囲，機能又は性能につい

て変更する場合及び解体撤去工事を実施するに当たって，専ら廃止措置のために使

用する装置を導入する場合は，廃止措置計画に反映して変更認可を受けることとす

る。 

7.1 専ら廃止措置で使用する性能維持施設の設計及び工事の方法（省略） 

7.2 性能維持施設の変更に係る設計及び工事の方法 

7.2.1 原子炉補機冷却系の供用終了に伴う代替冷却装置の設置 

(1) 目的

原子炉補機冷却系は，廃止措置の進展に伴い，原子炉運転中と比較して必要な

除熱対象機器が減少してきているものの，原子炉補機冷却系のポンプの定格流量

を維持するため，除熱が不要となった機器にも通水を実施している。このため，

原子炉補機冷却系による一括冷却方式から，「６ 廃止措置期間中に性能を維持

すべき発電用原子炉施設」表 6-1に記載のとおり，除熱対象機器ごとに，その設

備の除熱容量を有した個別の代替冷却装置（以下「冷却装置」という。）を設置

して，除熱対象の設備と一体的に維持管理する分散型方式へ変更する。ただし，

圧縮空気系設備空気圧縮機については，冷却水を使用しない空冷式に変更して原

子炉補機冷却系の供用を終了する。 

７ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設の位置，構造及び設備並びに

その性能，その性能を維持すべき期間 

性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能を維持すべき期間を「６ 廃

止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設」表 6-1に示す。 

廃止措置の進捗に応じて表 6-1に示す性能維持施設の範囲，機能又は性能につい

て変更する場合及び解体撤去工事を実施するに当たって，専ら廃止措置のために使

用する装置を導入する場合は，廃止措置計画に反映して変更認可を受けることとす

る。 

7.1 専ら廃止措置で使用する性能維持施設の設計及び工事の方法（変更なし） 

7.2 性能維持施設の変更に係る設計及び工事の方法 

7.2.1 原子炉補機冷却系の供用終了に伴う代替冷却装置の設置 

(1) 目的

原子炉補機冷却系は，廃止措置の進展に伴い，原子炉運転中と比較して必要な

除熱対象機器が減少してきているものの，原子炉補機冷却系のポンプの定格流量

を維持するため，除熱が不要となった機器にも通水を実施している。このため，

原子炉補機冷却系による一括冷却方式から，「６ 廃止措置期間中に性能を維持

すべき発電用原子炉施設」表 6-1に記載のとおり，除熱対象機器ごとに，その設

備の除熱容量を有した個別の代替冷却装置（以下「冷却装置」という。）を設置

して，除熱対象の設備と一体的に維持管理する分散型方式へ変更する。ただし，

圧縮空気系設備空気圧縮機については，冷却水を使用しない空冷式に変更して原

子炉補機冷却系の供用を終了する。 

なお，原子炉補機冷却系代替冷却装置が故障等により性能を維持できなくなっ ・性能を維持できなく
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

(2) 冷却装置の概要（省略）

7.2.2 圧縮空気系設備の更新 

① 目的

圧縮空気系設備は，原子炉運転中，原子炉の計測系計器等に圧縮空気を供

給しており，原子炉を安全・安定運転するために重要な設備であることから，

制御用空気設備には空気圧縮機が 2台設置されている。また，これらの圧縮

機が故障した際にも，安定的に圧縮空気を供給するため，所内用空気圧縮機

が 2台バックアップとして使用できるよう多重化された構成となっていた。 

なお，これらの空気圧縮機は，設置後 40年以上経過し，故障時における部

品供給が困難な状況となっていることから，廃止措置期間中においても適切

に圧縮空気を供給するため，空気圧縮機を更新する。更新に当たっては，水

冷式のレシプロ型から空冷式のユニット型に変更する。 

② 圧縮空気系設備の更新概要（省略）

③ 圧縮空気系設備のユニット型空気圧縮機等の概要（省略）

た場合は，保安規定に基づく品質マネジメントシステムに従い不適合管理の下で

復旧時期及び復旧までの影響並びに必要な措置等について検討し，復旧措置を行

う。 

(2) 冷却装置の概要（変更なし）

7.2.2 圧縮空気系設備の更新 

① 目的

圧縮空気系設備は，原子炉運転中，原子炉の計測系計器等に圧縮空気を供

給しており，原子炉を安全・安定運転するために重要な設備であることから，

制御用空気設備には空気圧縮機が 2台設置されている。また，これらの圧縮

機が故障した際にも，安定的に圧縮空気を供給するため，所内用空気圧縮機

が 2台バックアップとして使用できるよう多重化された構成となっていた。 

なお，これらの空気圧縮機は，設置後 40年以上経過し，故障時における部

品供給が困難な状況となっていることから，廃止措置期間中においても適切

に圧縮空気を供給するため，空気圧縮機を更新する。更新に当たっては，水

冷式のレシプロ型から空冷式のユニット型に変更する。 

なお，圧縮空気系設備が故障等により性能を維持できなくなった場合は，

保安規定に基づく品質マネジメントシステムに従い不適合管理の下で復旧

時期及び復旧までの影響並びに必要な措置等について検討し，復旧措置を行

う。 

② 圧縮空気系設備の更新概要（変更なし）

③ 圧縮空気系設備のユニット型空気圧縮機等の概要（変更なし）

なった場合の復旧まで

の措置を追加する。 

・性能を維持できなく

なった場合の復旧まで

の措置を追加する。 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

添付書類 ６ 

廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びに

その性能を維持すべき期間に関する説明書 

添付書類 ６ 

廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びに

その性能を維持すべき期間に関する説明書 

・変更なし
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

 

 

1．概 要（省略） 

 

2．性能維持施設の維持管理に関する内容（省略） 

 

3．検査・校正（省略） 

 

4．その他の安全対策（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．概 要（変更なし） 

 

2．性能維持施設の維持管理に関する内容（変更なし） 

 

3．検査・校正（変更なし） 

 

4．その他の安全対策（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・変更なし 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

別添資料 3-2 

「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」への適合性確認 

 原子炉補機冷却系代替冷却装置の設計及び工事の方法に対して，「研究開発段階発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準へ適合性すべき項目は，以下に示す

とおりである。 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則 

第一条 適用範囲 ― ― ― 

第二条 定義 ― ― ― 

第三条 
特殊な設計による発電用原子炉施
設 

無 ― ― 

第三条の二 廃止措置中の発電用原子炉施設 有 第 1項 別紙 2-1 

第二章 設計基準対象施設 

第四条 設計基準対象施設の地盤 無 ― ― 

第五条 地震による損傷の防止 無 ― ― 

第六条 津波による損傷の防止 無 ― ― 

第七条 外部からの衝撃による損傷の防止 無 ― ― 

第八条 立入りの防止 無 ― ― 

第九条 
発電用原子炉施設への人の不法な
侵入等の防止 

無 ― ― 

第十条 急傾斜地の崩壊の防止 無 ― ― 

別添資料 3-2 

「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」への適合性確認 

 原子炉補機冷却系代替冷却装置の設計及び工事の方法に対して，「研究開発段階発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準へ適合すべき項目は，以下に示すと

おりである。なお，原子炉補機冷却系代替冷却装置は，「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」第三条の二に基づき，除熱対象の設備と一体的に維持管理を行う。た

だし，当該設備は，放射性物質を内包するものではなく，また，他の性能維持施設による放射性物

質の閉じ込め機能並びに作業員及び公衆の被ばくにも影響を及ぼさない。このため，第三条の二「廃

止措置中の発電用原子炉施設」以外の各条項については，評価の必要性は無く，適用外とする。 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則 

第一条 適用範囲 ― ― ― 

第二条 定義 ― ― ― 

第三条 
特殊な設計による発電用原子炉施
設 

無 ― ― 

第三条の二 廃止措置中の発電用原子炉施設 有 第 1項 別紙 2-1 

第二章 設計基準対象施設 

第四条 設計基準対象施設の地盤 無 ― ― 

第五条 地震による損傷の防止 無 ― ― 

第六条 津波による損傷の防止 無 ― ― 

第七条 外部からの衝撃による損傷の防止 無 ― ― 

第八条 立入りの防止 無 ― ― 

第九条 
発電用原子炉施設への人の不法な
侵入等の防止 

無 ― ― 

第十条 急傾斜地の崩壊の防止 無 ― ― 

・記載の適正化

・「研究開発段階発電用

原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する

規則」への適用に係る考

え方を追加する。 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第十一条 火災による損傷の防止 無 ― ― 

第十二条 
発電用原子炉施設内における溢水
等による損傷の防止 

無 ― ― 

第十三条 安全避難通路等 無 ― ― 

第十四条 安全設備 無 ― ― 

第十五条 設計基準対象施設の機能等 無 ― ― 

第十六条 全交流動力電源喪失対策設備 無 ― ― 

第十七条 材料及び構造 無 ― ― 

第十八条 流体振動等による損傷の防止 無 ― ― 

第十九条 安全弁等 無 ― ― 

第二十条 耐圧試験等 無 ― ― 

第二十一条 監視試験片 無 ― ―

第二十二条 炉心等 無 ― ―

第二十三条 熱遮蔽材 無 ― ―

第二十四条 一次冷却材等 無 ― ―

第二十五条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備 無 ― ―

第二十六条 原子炉冷却材圧力バウンダリ等 無 ― ―

第二十七条 
原子炉冷却材圧力バウンダリの隔
離装置等 

無 ― ―

第二十八条 一次冷却材処理装置 無 ― ―

第二十九条 逆止め弁 無 ― ―

第三十条 蒸気タービン 無 ― ―

第三十一条 非常用炉心冷却設備 無 ― ―

第三十二条 循環設備等 無 ― ―

第三十三条 計測装置 無 ― ―

第三十四条 安全保護装置 無 ― ―

第三十五条 
反応度制御系統及び原子炉停止系
統 

無 ― ―

第三十六条 制御材駆動装置 無 ― ―

第三十七条 原子炉制御室等 無 ― ―

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第十一条 火災による損傷の防止 無 ― ― 

第十二条 
発電用原子炉施設内における溢水
等による損傷の防止 

無 ― ― 

第十三条 安全避難通路等 無 ― ― 

第十四条 安全設備 無 ― ― 

第十五条 設計基準対象施設の機能等 無 ― ― 

第十六条 全交流動力電源喪失対策設備 無 ― ― 

第十七条 材料及び構造 無 ― ― 

第十八条 流体振動等による損傷の防止 無 ― ― 

第十九条 安全弁等 無 ― ― 

第二十条 耐圧試験等 無 ― ― 

第二十一条 監視試験片 無 ― ―

第二十二条 炉心等 無 ― ―

第二十三条 熱遮蔽材 無 ― ―

第二十四条 一次冷却材等 無 ― ―

第二十五条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備 無 ― ―

第二十六条 原子炉冷却材圧力バウンダリ等 無 ― ―

第二十七条 
原子炉冷却材圧力バウンダリの隔
離装置等 

無 ― ―

第二十八条 一次冷却材処理装置 無 ― ―

第二十九条 逆止め弁 無 ― ―

第三十条 蒸気タービン 無 ― ―

第三十一条 非常用炉心冷却設備 無 ― ―

第三十二条 循環設備等 無 ― ―

第三十三条 計測装置 無 ― ―

第三十四条 安全保護装置 無 ― ―

第三十五条 
反応度制御系統及び原子炉停止系
統 

無 ― ―

第三十六条 制御材駆動装置 無 ― ―

第三十七条 原子炉制御室等 無 ― ―

・変更なし
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。

補正前 補正後 備 考

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十八条 廃棄物処理設備等 無 ― ― 

第三十九条 廃棄物貯蔵設備等 無 ― ― 

第四十条 放射性物質による汚染の防止 無 ― ― 

第四十一条 生体遮蔽等 無 ― ― 

第四十二条 換気設備 無 ― ― 

第四十三条 原子炉格納施設 無 ― ―

第四十四条 保安電源設備 無 ― ―

第四十五条 緊急時対策所 無 ― ―

第四十六条 警報装置等 無 ― ―

第四十七条 
ナトリウムの漏えいによる影響の
防止

無 － － 

第四十八条 ナトリウムの取扱い 無 － － 

第四十九条 カバーガスの取扱い 無 － － 

第五十条 準用 無 － － 

第三章 重大事故等対処施設 

第五十一条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第五十二条 地震による損傷の防止 無 － － 

第五十三条 津波による損傷の防止 無 － － 

第五十四条 火災による損傷の防止 無 － － 

第五十五条 特定重大事故等対処施設 無 － － 

第五十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第五十七条 安全弁等 無 － － 

第五十八条 
緊急停止失敗時に発電用原子炉を
未臨界にするための設備 

無 － － 

第五十九条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

第六十条 
原子炉冷却材圧力バウンダリを減
圧するための設備 

無 － － 

第六十一条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十八条 廃棄物処理設備等 無 ― ― 

第三十九条 廃棄物貯蔵設備等 無 ― ― 

第四十条 放射性物質による汚染の防止 無 ― ― 

第四十一条 生体遮蔽等 無 ― ― 

第四十二条 換気設備 無 ― ― 

第四十三条 原子炉格納施設 無 ― ―

第四十四条 保安電源設備 無 ― ―

第四十五条 緊急時対策所 無 ― ―

第四十六条 警報装置等 無 ― ―

第四十七条 
ナトリウムの漏えいによる影響の
防止

無 － － 

第四十八条 ナトリウムの取扱い 無 － － 

第四十九条 カバーガスの取扱い 無 － － 

第五十条 準用 無 － － 

第三章 重大事故等対処施設 

第五十一条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第五十二条 地震による損傷の防止 無 － － 

第五十三条 津波による損傷の防止 無 － － 

第五十四条 火災による損傷の防止 無 － － 

第五十五条 特定重大事故等対処施設 無 － － 

第五十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第五十七条 安全弁等 無 － － 

第五十八条 
緊急停止失敗時に発電用原子炉を
未臨界にするための設備 

無 － － 

第五十九条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

第六十条 
原子炉冷却材圧力バウンダリを減
圧するための設備 

無 － － 

第六十一条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

・変更なし
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第六十二条 
最終ヒートシンクへ熱を輸送する
ための設備 

無 － － 

第六十三条 
原子炉格納容器内の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十四条 
原子炉格納容器の過圧破損を防止
するための設備 

無 － － 

第六十五条 
原子炉格納容器下部の溶融炉心を
冷却するための設備 

無 － － 

第六十六条 
水素爆発による原子炉格納容器の
破損を防止するための設備 

無 － － 

第六十七条 
水素爆発による原子炉建屋等の損
傷を防止するための設備 

無 － － 

第六十八条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十九条 
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備 

無 － － 

第七十条 
緊急停止失敗時に炉心の著しい損
傷及び原子炉格納容器の破損を防
止するための設備 

無 － － 

第七十一条 
重大事故等の収束に必要な水源及
び水の供給設備 

無 － － 

第七十二条 電源設備 無 － － 

第七十三条 計装設備 無 － － 

第七十四条 原子炉制御室 無 － － 

第七十五条 監視測定設備 無 － － 

第七十六条 緊急時対策所 無 － － 

第七十七条 通信連絡を行うために必要な設備 無 － － 

第七十八条 準用 無 － － 

第四章 雑則 

第七十九条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 

 

 

 

 

 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第六十二条 
最終ヒートシンクへ熱を輸送する
ための設備 

無 － － 

第六十三条 
原子炉格納容器内の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十四条 
原子炉格納容器の過圧破損を防止
するための設備 

無 － － 

第六十五条 
原子炉格納容器下部の溶融炉心を
冷却するための設備 

無 － － 

第六十六条 
水素爆発による原子炉格納容器の
破損を防止するための設備 

無 － － 

第六十七条 
水素爆発による原子炉建屋等の損
傷を防止するための設備 

無 － － 

第六十八条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十九条 
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備 

無 － － 

第七十条 
緊急停止失敗時に炉心の著しい損
傷及び原子炉格納容器の破損を防
止するための設備 

無 － － 

第七十一条 
重大事故等の収束に必要な水源及
び水の供給設備 

無 － － 

第七十二条 電源設備 無 － － 

第七十三条 計装設備 無 － － 

第七十四条 原子炉制御室 無 － － 

第七十五条 監視測定設備 無 － － 

第七十六条 緊急時対策所 無 － － 

第七十七条 通信連絡を行うために必要な設備 無 － － 

第七十八条 準用 無 － － 

第四章 雑則 

第七十九条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 

 

 

 

 

 

 

・変更なし 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

 

圧縮空気系設備の更新について 

 

1. 目的（省略） 

 

2. 圧縮空気系設備の更新概要（省略） 

 

3. 圧縮空気系設備更新前後の系統状態（省略） 

 

4. 圧縮空気系設備の負荷 

4.1 負荷量の推移 

原子炉運転中においては，原子炉の計測系計器，空気作動弁等に圧縮空気を供給

していた。原子炉恒久停止により，現在は表 1に示す性能維持施設及び解体作業等

に用いる機械設備に圧縮空気を供給している。廃止措置段階においては，万一，性

能維持施設に圧縮空気の供給が停止した場合であっても，空気作動弁等は，フェイ

ルクローズ等により弁（ダンパ）は閉止及び換気設備は停止することから，閉じ込

め機能の維持により，放射性物質の拡散防止はでき，公衆への被ばく等につながる

おそれはない。なお，原子炉運転中においても，外部電源喪失事故時には，換気設

備は停止することにより，同じく閉じ込め機能を維持しており，同様の考え方であ

る。 

 

  

 

 

 

 

圧縮空気系設備の更新について 

 

1. 目的（変更なし） 

 

2. 圧縮空気系設備の更新概要（変更なし） 

 

3. 圧縮空気系設備更新前後の系統状態（変更なし） 

 

4. 圧縮空気系設備の負荷 

4.1 負荷量の推移 

原子炉運転中においては，原子炉の計測系計器，空気作動弁等に圧縮空気を供給

していた。原子炉恒久停止により，現在は表 1に示す性能維持施設及び解体作業等

に用いる機械設備に圧縮空気を供給している。廃止措置段階においては，万一，性

能維持施設に圧縮空気の供給が停止した場合であっても，空気作動弁等は，フェイ

ルクローズ等により弁（ダンパ）は閉止及び換気設備は停止することから，閉じ込

め機能の維持により，放射性物質の拡散防止はでき，公衆への被ばく等につながる

おそれはない。なお，原子炉運転中においても，外部電源喪失事故時には，換気設

備は停止することにより，同じく閉じ込め機能を維持しており，同様の考え方であ

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

・変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添資料 4-1 別添資料 4-1 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表名称を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
1
 
性
能
維
持
施
設
へ
の
圧
縮
空
気
の
供
給
先
及
び
供
給
停
止
時
の
影
響
 

施
設

区
分

 
設

備
等

の
 

区
分

 
設

備
（

建
屋

）
名

称
 

主
な

供
給

先
 

供
給

停
止

時
の

影
響

 

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

 

核
燃

料
物

質

取
扱

設
備

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵

設
備

 

プ
ー

ル
水

 

冷
却

浄
化

系
 

空
気

作
動

弁
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

の
浄

化
運

転
を

実
施

し
て

い
た

場
合

に
は

，
脱

塩
器

出
入

口
弁

が
閉

止
す

る
た

め
，
浄

化
運

転
が

停
止

す
る

。
な

お
，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
の

浄
化

運
転

は
，
プ

ー
ル

水
の

水
質
（

電

気
電

導
度

等
）

が
悪

化
し

た
場

合
に

実
施

す
る

も
の

で
あ

り
，

緊
急

性
は

な
い

。
 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
 

液
体

廃
棄

物

の
廃

棄
設

備
 

 

機
器

ド
レ

ン
 

処
理

系
 

―
 

空
気

作
動

弁
 

機
器

ド
レ

ン
廃

液
の

処
理

を
実

施
し

て
い

た
場

合
，
機

器
ド

レ
ン

廃
液

の
処

理
が

停
止

す
る

。
な

お
，
機

器

ド
レ

ン
廃

液
の

処
理

は
バ

ッ
チ

処
理

で
実

施
し

て
お

り
，

廃
液

収
集

タ
ン

ク
（

57
㎥

）
及

び
廃

液
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
（

57
㎥

）
で

機
器

ド
レ

ン
廃

液
の

保
管

が
十

分
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
緊

急
性

は
な

い
。
 

床
ド

レ
ン

処
理

系
 

―
 

空
気

作
動

弁
 

床
ド

レ
ン

廃
液

の
処

理
を

実
施

し
て

い
た

場
合

，
床

ド
レ

ン
廃

液
の

処
理

が
停

止
す

る
。
な

お
，
床

ド
レ

ン

廃
液

の
処

理
は

バ
ッ

チ
処

理
で

実
施

し
て

お
り

，
床

ド
レ

ン
収

集
タ

ン
ク

（
32

㎥
）

で
床

ド
レ

ン
廃

液
の

保
管

が
十

分
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
緊

急
性

は
な

い
。
 

再
生

廃
液

処
理

系
 

―
 

監
視

計
器

 

空
気

作
動

弁
 

蒸
発

濃
縮

装
置

の
液

面
の

監
視

が
不

可
と

な
る

た
め

，
蒸

発
濃

縮
装

置
の

運
転

が
停

止
す

る
。
な

お
，
再

生

廃
液

系
の

処
理
（

蒸
発

濃
縮

装
置

運
転

）
は

バ
ッ

チ
処

理
で

あ
り

，
廃

液
中

和
タ

ン
ク
（

45
㎥

×
2
基

）
で

再
生

廃
液

の
保

管
が

十
分

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

緊
急

性
は

な
い

。
 

洗
濯

廃
液

処
理

系
 

―
 

監
視

計
器

 

空
気

作
動

弁
 

洗
濯

廃
液

タ
ン

ク
の

液
面

監
視

が
不

可
と

な
る

た
め

，
洗

濯
廃

液
の

処
理

を
実

施
し

て
い

た
場

合
に

は
，
洗

濯
廃

液
の

処
理

が
停

止
す

る
。
な

お
，
洗

濯
廃

液
の

処
理

は
バ

ッ
チ

処
理

で
実

施
し

て
お

り
，
洗

濯
廃

液
タ

ン
ク

（
20

㎥
）

で
洗

濯
廃

液
の

保
管

が
十

分
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
緊

急
性

は
な

い
。
 

固
体

廃
棄

物

の
廃

棄
設

備
 

使
用

済
イ

オ
ン

交

換
樹

脂
貯

蔵
タ

ン

ク
 

粒
状

廃
樹

脂
 

貯
蔵

タ
ン

ク
 

空
気

作
動

弁
 

粒
状

廃
樹

脂
の

受
入

れ
及

び
移

送
を

実
施

し
て

い
た

場
合

，
粒

状
廃

樹
脂

の
受

入
れ

及
び

移
送

が
停

止
す

る
。
な

お
，
本

操
作

は
，
樹

脂
交

換
時

に
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

，
復

旧
後

に
再

開
す

る
こ

と
か

ら
，
影

響

は
な

い
。

 

粉
末

廃
樹

脂
 

貯
蔵

タ
ン

ク
 

空
気

作
動

弁
 

粉
末

廃
樹

脂
の

受
入

れ
及

び
移

送
を

実
施

し
て

い
た

場
合

，
粉

末
廃

樹
脂

の
受

入
れ

及
び

移
送

が
停

止
す

る
。
な

お
，
本

操
作

は
，
樹

脂
交

換
時

に
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

，
復

旧
後

に
再

開
す

る
こ

と
か

ら
，
影

響

は
な

い
。

 

フ
ィ

ル
タ

 

ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵

 

タ
ン

ク
 

―
 

空
気

作
動

弁
 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

の
受

入
れ

及
び

移
送

を
実

施
し

て
い

た
場

合
，

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

の
受

入
れ

及
び

移
送

が
停

止
す

る
。
な

お
，
本

操
作

は
，
樹

脂
交

換
時

に
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

，
復

旧
後

に
再

開
す

る
こ

と
か

ら
，

影
響

は
な

い
。
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・雑固体廃棄物焼却設

備への圧縮空気の供給

が停止した場合の影響

に係る記載を明確にす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
設
区
分
 

設
備
等
の
 

区
分
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

主
な
供
給
先
 

供
給
停
止
時
の
影
響
 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃
棄
施
設
 

固
体

廃
棄

物

の
廃
棄
設
備
 

雑
固

体
廃

棄
物

焼

却
設
備
 

―
 

監
視
計
器
 

空
気
作
動
弁
 

雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
を
運
転
し
て
い
た
場
合
，
負
圧
維
持
が
で
き
な
く
な
る

た
め
，
雑
固
体
廃
棄
物
焼

却
設
備
の
運
転
が
停
止
す
る

。
な
お
，
可
燃

性
固
体
廃
棄
物
は
，
定
め
ら
れ
た
エ
リ
ア
で
可
燃
性
固
体
廃
棄

物
の
保
管
が
十
分
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
緊
急
性

は
な
い
。
 

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

固

化
装
置
 

―
 

監
視
計
器
 

空
気
作
動
弁
 

セ
メ

ン
ト

混
練

固
化

装
置

設
置

に
伴

い
，

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

固
化

装
置

は
供

用
終

了
す

る
た

め
，

影
響

は
な

い
。
 

そ
の

他
原

子
炉

の
附
属
施
設
 

原
子
炉
補
機

冷
却
系
 

原
子

炉
補

機
冷

却

水
ポ
ン
プ
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

系
統
を
構
成
す
る
空
気
作
動
弁
は
「
開
」
又
は
「
閉
」
と
な
る
が
，
負
荷
へ
の
通
水
は
継
続
す
る
こ
と
か
ら

，

原
子
炉
補
機
冷
却
系
へ
の
影
響
は
な
い
。

 

換
気
設
備
 

原
子

炉
建

屋
換

気

系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
原
子
炉
建
屋
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び
排
風

機
出
口
弁
が
閉
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影
響
は

な
い
。
 

原
子

炉
補

助
系

統

換
気
系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
原
子
炉
補
助
系
統
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び

排
風
機
出
口
弁
が
閉
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影

響
は
な
い
。
 

非
常
用
ガ
ス

処
理
系
 

空
気
作
動
弁
 

処
理
対
象
室
の
吸
引
弁
が
「
閉

」
と
な
り
，
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
は
停
止
す
る
が
，
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持

さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影
響
は
な
い
。

 

廃
棄

物
処

理
系

統

換
気
系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
廃
棄
物
処
理
系
統
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び

排
風
機
出
口
弁
が
閉
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影

響
は
な
い
。
 

中
央

制
御

室
換

気

系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

循
環
送
風
機
出
口
弁
が
「
開
」
保
持
と
な
る
こ
と
か
ら
，
中
央
制
御
室
換
気
系
は
運
転
を
継
続
す
る
。

 

保
物
室
換
気
系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
保
物
室
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び
排
風
機
出

口
弁

が
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
は

維
持

さ
れ

る
こ

と
か

ら
，

影
響

は
な

い
。
 

 

施
設
区
分
 

設
備
等
の
 

区
分
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

主
な
供
給
先
 

供
給
停
止
時
の
影
響
 

放
射
性
廃
棄
物

の
廃
棄
施
設
 

固
体
廃
棄
物

の
廃
棄
設
備
 

雑
固
体
廃
棄
物
焼

却
設
備
 

―
 

監
視
計
器
 

空
気
作
動
弁
 

雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
を
運
転
し
て
い
た
場
合
，
設
計
さ
れ
た
運
転
範
囲
内
で
の
負
圧
維
持
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
か
ら
，
雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
の
運
転
を
停
止
す
る
。
な
お
，
雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
の

停
止
後
に
お
い
て
も
，
系
統
を
構
成
す
る
各
空
気
作
動
弁
の
フ
ェ
イ
ル
動
作
に
よ
り
，
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
形
成

さ
れ
る
。
さ
ら
に
，
補
助
排
風
機
の
運
転
に
よ
っ
て
焼
却
炉
内
の
負
圧
は
維
持
さ
れ
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ

込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影
響
は
な
い
。
ま
た
，
可
燃
性
固
体
廃
棄
物
は
，
定
め
ら
れ
た
エ
リ

ア
で
可
燃
性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
が
十
分
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
緊
急
性
は
な
い
。
 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固

化
装
置
 

―
 

監
視
計
器
 

空
気
作
動
弁
 

セ
メ
ン
ト
混
練
固
化
装
置
設
置
に
伴
い
，
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
装
置
は
供
用
終
了
す
る
た
め
，
影
響
は
な

い
。
 

そ
の
他
原
子
炉

の
附
属
施
設
 

原
子
炉
補
機

冷
却
系
 

原
子
炉
補
機
冷
却

水
ポ
ン
プ
 

―
 

空
気
作
動
弁
 
系
統
を
構
成
す
る
空
気
作
動
弁
は
「
開
」
又
は
「
閉
」
と
な
る
が
，
負
荷
へ
の
通
水
は
継
続
す
る
こ
と
か
ら
，

原
子
炉
補
機
冷
却
系
へ
の
影
響
は
な
い
。
 

換
気
設
備
 

原
子
炉
建
屋
換
気

系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
原
子
炉
建
屋
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び
排
風

機
出
口
弁
が
閉
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影
響
は

な
い
。
 

原
子
炉
補
助
系
統

換
気
系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
原
子
炉
補
助
系
統
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び

排
風
機
出
口
弁
が
閉
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影

響
は
な
い
。
 

非
常
用
ガ
ス

処
理
系
 

空
気
作
動
弁
 
処
理
対
象
室
の
吸
引
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
は
停
止
す
る
が
，
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持

さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影
響
は
な
い
。
 

廃
棄
物
処
理
系
統

換
気
系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
廃
棄
物
処
理
系
統
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び

排
風
機
出
口
弁
が
閉
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影

響
は
な
い
。
 

中
央
制
御
室
換
気

系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 
循
環
送
風
機
出
口
弁
が
「
開
」
保
持
と
な
る
こ
と
か
ら
，
中
央
制
御
室
換
気
系
は
運
転
を
継
続
す
る
。

 

保
物
室
換
気
系
 

―
 

空
気
作
動
弁
 

排
風
機
出
口
弁
が
「
閉
」
と
な
り
，
保
物
室
換
気
系
が
停
止
す
る
。
な
お
，
送
風
機
入
口
弁
及
び
排
風
機
出

口
弁
が
閉
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
影
響
は
な

い
。
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施
設

区
分
 

設
備

等
の
 

区
分
 

設
備

（
建

屋
）

名
称
 

主
な

供
給

先
 

供
給

停
止

時
の

影
響
 

そ
の

他
原

子
炉

の
附

属
施

設
 

換
気

設
備
 

タ
ー

ビ
ン

建
屋

換

気
系
 

―
 

空
気

作
動

弁
 

排
風

機
出

口
弁

が
「

閉
」

と
な

り
，

タ
ー

ビ
ン

建
屋

換
気

系
が

停
止

す
る

。
な

お
，

送
風

機
入

口
弁

及
び

排
風

機
出

口
弁

が
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
は

維
持

さ
れ

る
こ

と
か

ら
，

影
響

は
な

い
。
 

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル

建
屋

換
気

系
 

―
 

空
気

作
動

弁
 

排
風

機
出

口
弁

が
「

閉
」
と

な
り

，
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

建
屋

換
気

系
が

停
止

す
る

。
な

お
，
送

風
機

入
口

弁

及
び

排
風

機
出

口
弁

が
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
は

維
持

さ
れ

る
こ

と
か

ら
，

影
響

は
な

い
。
 

廃
棄

物
処

理
建

屋

設
備

室
換

気
系
 

―
 

空
気

作
動

弁
 

貯
蔵

室
排

風
機

及
び

焼
却

室
排

風
機

出
口

弁
が
「

閉
」
と

な
り

，
廃

棄
物

処
理

建
屋

設
備

室
換

気
系

が
停

止

す
る

。
な

お
，

送
風

機
入

口
弁

，
貯

蔵
室

排
風

機
及

び
焼

却
室

排
風

機
出

口
弁

が
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

は
維

持
さ

れ
る

こ
と

か
ら

，
影

響
は

な
い

。
 

専
ら

廃
止

措
置

に
必

要
な

主
要

装
置

 

―
 

セ
メ

ン
ト

混
練

固

化
装

置
 

―
 

空
気

作
動

弁
 

空
気

作
動

弁
が

閉
止

す
る

た
め

，
セ

メ
ン

ト
混

練
固

化
装

置
の

運
転

が
停

止
す

る
。
な

お
，
処

理
対

象
で

あ

る
濃

縮
廃

液
は

，
濃

縮
廃

液
貯

蔵
タ

ン
ク
（

30
㎥

×
3
基

）
で

十
分

保
管

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
，
緊

急
性

は
な

い
。
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換
気
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備
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換
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作
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排
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機
出
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弁

が
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と
な
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，
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換
気
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停
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す
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。
な
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，

送
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機
入
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弁

及
び

排
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機
出

口
弁

が
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，
放

射
性

物
質

の
閉

じ
込

め
機

能
は

維
持
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る
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。
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換
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及
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出
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。
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換

気
系
 

―
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作
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貯
蔵

室
排
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機

及
び
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排
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機
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弁
が
「

閉
」
と

な
り

，
廃

棄
物

処
理

建
屋

設
備

室
換

気
系

が
停

止

す
る

。
な

お
，

送
風

機
入

口
弁

，
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蔵
室

排
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機
及

び
焼

却
室

排
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機
出

口
弁

が
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

，

放
射

性
物

質
の

閉
じ

込
め

機
能

は
維

持
さ

れ
る

こ
と

か
ら

，
影

響
は

な
い

。
 

専
ら

廃
止

措
置

に
必

要
な

主
要

装
置

 

―
 

セ
メ

ン
ト

混
練

固

化
装

置
 

―
 

空
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動

弁
 

空
気

作
動

弁
が

閉
止

す
る

た
め

，
セ

メ
ン

ト
混

練
固

化
装

置
の

運
転

が
停

止
す

る
。
な

お
，
処

理
対

象
で

あ

る
濃

縮
廃

液
は

，
濃

縮
廃

液
貯

蔵
タ

ン
ク
（

30
㎥

×
3
基

）
で

十
分

保
管

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
，
緊

急
性

は
な

い
。
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別添資料 4-2 

「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」への適合性確認 

 

 圧縮空気系設備ユニット型空気圧縮機の設計及び工事の方法に対して，「研究開発段階発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準へ適合すべき項目は，以下に

示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則 

第一条 適用範囲 ― ― ― 

第二条 定義 ― ― ― 

第三条 
特殊な設計による発電用原子炉施
設 

無 ― ― 

第三条の二 廃止措置中の発電用原子炉施設 有 第 1項 別紙 3-1 

第二章 設計基準対象施設 

第四条 設計基準対象施設の地盤 無 ― ― 

第五条 地震による損傷の防止 無 ― ― 

第六条 津波による損傷の防止 無 ― ― 

第七条 外部からの衝撃による損傷の防止 無 ― ― 

第八条 立入りの防止 無 ― ― 

第九条 
発電用原子炉施設への人の不法な
侵入等の防止 

無 ― ― 

第十条 急傾斜地の崩壊の防止 無 ― ― 

別添資料 4-2 

「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」への適合性確認 

 

 圧縮空気系設備ユニット型空気圧縮機の設計及び工事の方法に対して，「研究開発段階発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準へ適合すべき項目は，以下に

示すとおりである。なお，圧縮空気系設備ユニット型空気圧縮機は，「研究開発段階発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則」第三条の二に基づき，性能維持施設として維持管理を行

う。ただし，当該設備は，放射性物質を内包するものではなく，また，他の性能維持施設による放

射性物質の閉じ込め機能並びに作業員及び公衆の被ばくにも影響を及ぼさない。このため，第三条

の二「廃止措置中の発電用原子炉施設」以外の各条項については，評価の必要性は無く，適用外と

する。 

 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則 

第一条 適用範囲 ― ― ― 

第二条 定義 ― ― ― 

第三条 
特殊な設計による発電用原子炉施
設 

無 ― ― 

第三条の二 廃止措置中の発電用原子炉施設 有 第 1項 別紙 3-1 

第二章 設計基準対象施設 

第四条 設計基準対象施設の地盤 無 ― ― 

第五条 地震による損傷の防止 無 ― ― 

第六条 津波による損傷の防止 無 ― ― 

第七条 外部からの衝撃による損傷の防止 無 ― ― 

第八条 立入りの防止 無 ― ― 

第九条 
発電用原子炉施設への人の不法な
侵入等の防止 

無 ― ― 

第十条 急傾斜地の崩壊の防止 無 ― ― 

 

 

 

 

 

・「研究開発段階発電用

原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する

規則」への適用に係る考

え方を追加する。 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第十一条 火災による損傷の防止 無 ― ― 

第十二条 
発電用原子炉施設内における溢水
等による損傷の防止 

無 ― ― 

第十三条 安全避難通路等 無 ― ― 

第十四条 安全設備 無 ― ― 

第十五条 設計基準対象施設の機能等 無 ― ― 

第十六条 全交流動力電源喪失対策設備 無 ― ― 

第十七条 材料及び構造 無 ― ― 

第十八条 流体振動等による損傷の防止 無 ― ― 

第十九条 安全弁等 無 ― ― 

第二十条 耐圧試験等 無 ― ― 

第二十一条 監視試験片 無 ― ― 

第二十二条 炉心等 無 ― ― 

第二十三条 熱遮蔽材 無 ― ― 

第二十四条 一次冷却材等 無 ― ― 

第二十五条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備 無 ― ― 

第二十六条 原子炉冷却材圧力バウンダリ等 無 ― ― 

第二十七条 
原子炉冷却材圧力バウンダリの隔
離装置等 

無 ― ― 

第二十八条 一次冷却材処理装置 無 ― ― 

第二十九条 逆止め弁 無 ― ― 

第三十条 蒸気タービン 無 ― ― 

第三十一条 非常用炉心冷却設備 無 ― ― 

第三十二条 循環設備等 無 ― ― 

第三十三条 計測装置 無 ― ― 

第三十四条 安全保護装置 無 ― ― 

第三十五条 
反応度制御系統及び原子炉停止系
統 

無 ― ― 

第三十六条 制御材駆動装置 無 ― ― 

第三十七条 原子炉制御室等 無 ― ― 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第十一条 火災による損傷の防止 無 ― ― 

第十二条 
発電用原子炉施設内における溢水
等による損傷の防止 

無 ― ― 

第十三条 安全避難通路等 無 ― ― 

第十四条 安全設備 無 ― ― 

第十五条 設計基準対象施設の機能等 無 ― ― 

第十六条 全交流動力電源喪失対策設備 無 ― ― 

第十七条 材料及び構造 無 ― ― 

第十八条 流体振動等による損傷の防止 無 ― ― 

第十九条 安全弁等 無 ― ― 

第二十条 耐圧試験等 無 ― ― 

第二十一条 監視試験片 無 ― ― 

第二十二条 炉心等 無 ― ― 

第二十三条 熱遮蔽材 無 ― ― 

第二十四条 一次冷却材等 無 ― ― 

第二十五条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備 無 ― ― 

第二十六条 原子炉冷却材圧力バウンダリ等 無 ― ― 

第二十七条 
原子炉冷却材圧力バウンダリの隔
離装置等 

無 ― ― 

第二十八条 一次冷却材処理装置 無 ― ― 

第二十九条 逆止め弁 無 ― ― 

第三十条 蒸気タービン 無 ― ― 

第三十一条 非常用炉心冷却設備 無 ― ― 

第三十二条 循環設備等 無 ― ― 

第三十三条 計測装置 無 ― ― 

第三十四条 安全保護装置 無 ― ― 

第三十五条 
反応度制御系統及び原子炉停止系
統 

無 ― ― 

第三十六条 制御材駆動装置 無 ― ― 

第三十七条 原子炉制御室等 無 ― ― 

 

・変更なし 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十八条 廃棄物処理設備等 無 ― ― 

第三十九条 廃棄物貯蔵設備等 無 ― ― 

第四十条 放射性物質による汚染の防止 無 ― ― 

第四十一条 生体遮蔽等 無 ― ― 

第四十二条 換気設備 無 ― ― 

第四十三条 原子炉格納施設 無 ― ― 

第四十四条 保安電源設備 無 ― ― 

第四十五条 緊急時対策所 無 ― ― 

第四十六条 警報装置等 無 ― ― 

第四十七条 
ナトリウムの漏えいによる影響の
防止 

無 － － 

第四十八条 ナトリウムの取扱い 無 － － 

第四十九条 カバーガスの取扱い 無 － － 

第五十条 準用 無 － － 

第三章 重大事故等対処施設 

第五十一条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第五十二条 地震による損傷の防止 無 － － 

第五十三条 津波による損傷の防止 無 － － 

第五十四条 火災による損傷の防止 無 － － 

第五十五条 特定重大事故等対処施設 無 － － 

第五十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第五十七条 安全弁等 無 － － 

第五十八条 
緊急停止失敗時に発電用原子炉を
未臨界にするための設備 

無 － － 

第五十九条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

第六十条 
原子炉冷却材圧力バウンダリを減
圧するための設備 

無 － － 

第六十一条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十八条 廃棄物処理設備等 無 ― ― 

第三十九条 廃棄物貯蔵設備等 無 ― ― 

第四十条 放射性物質による汚染の防止 無 ― ― 

第四十一条 生体遮蔽等 無 ― ― 

第四十二条 換気設備 無 ― ― 

第四十三条 原子炉格納施設 無 ― ― 

第四十四条 保安電源設備 無 ― ― 

第四十五条 緊急時対策所 無 ― ― 

第四十六条 警報装置等 無 ― ― 

第四十七条 
ナトリウムの漏えいによる影響の
防止 

無 － － 

第四十八条 ナトリウムの取扱い 無 － － 

第四十九条 カバーガスの取扱い 無 － － 

第五十条 準用 無 － － 

第三章 重大事故等対処施設 

第五十一条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第五十二条 地震による損傷の防止 無 － － 

第五十三条 津波による損傷の防止 無 － － 

第五十四条 火災による損傷の防止 無 － － 

第五十五条 特定重大事故等対処施設 無 － － 

第五十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第五十七条 安全弁等 無 － － 

第五十八条 
緊急停止失敗時に発電用原子炉を
未臨界にするための設備 

無 － － 

第五十九条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

第六十条 
原子炉冷却材圧力バウンダリを減
圧するための設備 

無 － － 

第六十一条 
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧
時に発電用原子炉を冷却するため
の設備 

無 － － 

 

・変更なし 
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新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まない。 

補正前 補正後 備 考 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第六十二条 
最終ヒートシンクへ熱を輸送する
ための設備 

無 － － 

第六十三条 
原子炉格納容器内の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十四条 
原子炉格納容器の過圧破損を防止
するための設備 

無 － － 

第六十五条 
原子炉格納容器下部の溶融炉心を
冷却するための設備 

無 － － 

第六十六条 
水素爆発による原子炉格納容器の
破損を防止するための設備 

無 － － 

第六十七条 
水素爆発による原子炉建屋等の損
傷を防止するための設備 

無 － － 

第六十八条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十九条 
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備 

無 － － 

第七十条 
緊急停止失敗時に炉心の著しい損
傷及び原子炉格納容器の破損を防
止するための設備 

無 － － 

第七十一条 
重大事故等の収束に必要な水源及
び水の供給設備 

無 － － 

第七十二条 電源設備 無 － － 

第七十三条 計装設備 無 － － 

第七十四条 原子炉制御室 無 － － 

第七十五条 監視測定設備 無 － － 

第七十六条 緊急時対策所 無 － － 

第七十七条 通信連絡を行うために必要な設備 無 － － 

第七十八条 準用 無 － － 

第四章 雑則 

第七十九条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 

 

 

 

 

 

 

技術基準の条項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第六十二条 
最終ヒートシンクへ熱を輸送する
ための設備 

無 － － 

第六十三条 
原子炉格納容器内の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十四条 
原子炉格納容器の過圧破損を防止
するための設備 

無 － － 

第六十五条 
原子炉格納容器下部の溶融炉心を
冷却するための設備 

無 － － 

第六十六条 
水素爆発による原子炉格納容器の
破損を防止するための設備 

無 － － 

第六十七条 
水素爆発による原子炉建屋等の損
傷を防止するための設備 

無 － － 

第六十八条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため
の設備 

無 － － 

第六十九条 
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備 

無 － － 

第七十条 
緊急停止失敗時に炉心の著しい損
傷及び原子炉格納容器の破損を防
止するための設備 

無 － － 

第七十一条 
重大事故等の収束に必要な水源及
び水の供給設備 

無 － － 

第七十二条 電源設備 無 － － 

第七十三条 計装設備 無 － － 

第七十四条 原子炉制御室 無 － － 

第七十五条 監視測定設備 無 － － 

第七十六条 緊急時対策所 無 － － 

第七十七条 通信連絡を行うために必要な設備 無 － － 

第七十八条 準用 無 － － 

第四章 雑則 

第七十九条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 

 

 

 

 

 

 

・変更なし 
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